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１ 件名 

  苫小牧市介護保険窓口等業務委託 

２ 目的 

  介護保険事業に係る窓口業務及び内部事務について、当該窓口等に必要な専門的知

識、技術及び経験を有する民間事業者に業務を委託することにより、民間のノウハウ

を活用した効率的な運営体制を確立するとともに、市民サービスの向上を図ることを

目的とする。 

３ 業務内容 

  苫小牧市（以下「市」という。）が委託する業務は、次のとおりとし、各業務の

詳細については、別紙１「委託業務項目等一覧」のとおりとする。 

  なお、受託する事業者（以下「受託者」という。）は、次の（１）から（５）ま

での業務については、十分な業務準備を行った上で、業務開始予定日から円滑かつ

安定的に業務を遂行すること。 

（１）介護保険窓口等業務 

  ア 介護認定申請（新規・更新・区分変更）の受付業務 

  イ 介護予防・日常生活支援総合事業に係る基本チェックリストの受付業務 

  ウ 個人情報提供申請の受付、交付業務 

  エ 障害者控除証明書及びおむつ医療費控除確認書の受付、交付業務 

  オ 居宅サービス計画作成依頼届出書の受付業務 

  カ 高額介護サービス費申請の受付業務 

  キ 高額医療合算介護サービス費申請の受付業務 

  ク 福祉用具購入の事前申請及び事後申請の受付業務 

  ケ 住宅改修の事前申請及び事後申請の受付業務 

  コ 軽度者福祉用具貸与申請の受付業務 

  サ 負担限度額認定申請（新規・更新）の受付業務 

  シ 社会福祉法人の利用者負担額軽減申請（新規・更新）の受付業務 

  ス 市独自の利用者負担額軽減申請（新規・更新）の受付業務 

  セ 在宅介護用品支給事業の申請受付業務 

  ソ 苫小牧市介護職員研修費等補助事業の申請受付業務 

  タ 介護サービス事業所等が提出する各種書類の受付及び取次ぎに関する業務 

  チ 各種証の再発行業務 

  ツ その他上記業務に附帯する業務 

（２）介護保険認定業務 



2 

  ア 申請内容の確認、入力、振分けに関する業務 

  イ 認定調査の依頼に関する業務 

  ウ 主治医意見書の依頼及び収受に関する業務 

  エ 認定申請の取下げに関する業務 

  オ 認定調査票及び主治医意見書の入力業務 

  カ 処分延期通知書の作成、発送業務 

  キ 介護認定審査会の割当て、資料準備に関する業務 

  ク 認定結果の通知に関する業務 

  ケ その他上記業務に附帯する業務 

（３）介護保険給付業務 

  ア 居宅サービス計画作成依頼届出書の確認、入力業務 

  イ 高額介護サービス費申請の確認、入力、支給等に関する業務 

  ウ 高額医療合算介護サービス費申請の確認、入力、支給等に関する業務 

  エ 福祉用具購入申請の確認、入力、支給等に関する業務 

  オ 住宅改修申請の確認、入力、支給等に関する業務 

  カ 軽度者福祉用具貸与申請の確認、入力業務 

  キ 負担限度額認定申請の確認、入力業務及び認定証の交付業務 

  ク 社会福祉法人の利用者負担額軽減申請の確認、入力業務及び認定証の交付業

務 

  ケ 市独自の利用者負担額軽減申請の確認、入力、認定証の交付及び支給等に関

する業務 

  コ 負担割合証の発行、転入処理及び月次処理に関する業務 

  サ 介護給付費通知の作成、発送に関する業務 

  シ その他上記業務に附帯する業務 

（４）上記以外の介護保険関連業務 

  ア 在宅介護用品支給事業の確認、入力、通知及び連絡等に関する業務 

  イ 苫小牧市介護職員研修費等補助事業の確認、入力、支給等に関する業務 

  ウ その他上記業務に附帯する業務 

（５）その他の業務 

  ア 受電に関する業務 

  イ 郵送物に関する業務 

  ウ 各種パンフレット等の配布に関する業務 

  エ その他委託業務に関し必要な業務 
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（６）適法性の確保 

   受託者は、業務に関する法令並びに各府省庁通知及び告示等の内容を十分に認

識した上で、適法性を確保しながら業務を遂行すること。 

（７）業務開始に向けた準備 

   受託者は、契約締結後、業務開始に向けて速やかに次の準備を行うこと。 

  ア 業務運営計画書の作成 

    業務を遂行するために必要な実施体制、人員配置計画、連絡及び報告手段等

について、市と協議の上、必要な運営設計を行い、業務運営計画書を作成する

こと。 

  イ 判断基準書等の作成 

    本仕様書、市が提供する資料及びヒアリング等により、判断基準書及び業務

手順書を作成すること。 

  ウ 緊急時対応計画書の作成 

    災害時等の緊急事態に対応するための緊急時対応計画書を作成すること。 

  エ 研修の実施 

    業務従事者に対する研修計画書を作成し、これに基づき、マナー及び接遇等

を含め業務遂行に当たり必要な知識・技術を習得するための研修を実施するこ

と。また、業務開始時までに業務を遂行する上で、必要な業務スキルを有する

業務従事者を養成すること。 

  （ア）業務内容の把握（業務を適正に遂行できるようにすること。） 

  （イ）端末等必要な機器の操作の習得 

  （ウ）個人情報保護、秘密保持に関する内容の把握（これを遵守できるようにす

ること。） 

  （エ）業務に関する法令等についての知識の習得（これを遵守できるようにする

こと。） 

４ 履行期間 

業務開始日 令和８年１０月１日 

業務終了日 令和１３年９月３０日 

５ 履行場所 

  原則として、苫小牧市役所（苫小牧市旭町４丁目５番６号）の南庁舎１階介護福

祉課執務室とする。 
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６ 履行日時 

  原則として、業務の履行日時は次のとおりとする。ただし、市と受託者が協議の

上、これを変更することができる。 

履行日  次の（１）から（３）を除く平日とする。 

（１）日曜日及び土曜日 

（２）国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定す

る休日 

（３）１２月２９日から翌年１月３日まで 

履行時間  窓口及び電話の受付時間は、午前８時４５分から午後５時１５分ま

でとする。なお、受付時間内に受付した案件については、その手続等

が終了するまでとする。 

 このほか、履行時間の直前、直後における来庁者については、臨機

応変に対応すること。 

その他 （１）履行時間の前後における準備、整理事務（端末機の準備・終

了、報告書の作成、書類等の整理、連絡調整等）も業務範囲に含

むものとし、一連の処理が履行時間外に及ぶものについては、履

行時間にかかわらず、処理が完了するまでの間、引き続き業務を

行うこと。 

（２）繁忙期等において、履行時間内に来庁者の受付が終了しない場

合等は、市と受託者が協議の上、履行時間を延長する。 

７ 予定業務量 

 別紙１「委託業務項目等一覧」のとおり。 

８ 業務スペース、使用するシステム、貸与物件など 

（１）業務スペース 

   別紙２「業務スペースレイアウト図」のとおり。 

（２）使用するシステム 

   株式会社ＲＫＫＣＳ 総合行政システム 

（３）貸与物件 

   別紙３「貸与物件一覧」のとおり。 

（４）貸与物件の返還及び原状回復 

   受託者は、契約期間終了時（契約解除により契約終了の場合を含む。）には、

業務の遂行に当たり貸与を受けた物件を遅滞なく市に返還すること。なお、貸与

を受けた物件について損害が生じた場合、受託者の責任において当該物件を原状

に回復すること。 
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（５）ＲＰＡの利用 

   受託者は、委託業務の一部について、市が作成・利用するＲＰＡを引き続き利

用することができる。 

   ＲＰＡの利用を希望する場合、受託者において、ＲＰＡ（ｉｐａＳロボ）を構

築・実行可能なライセンスを１台購入すること。なお、ＲＰＡの新規構築及びメ

ンテナンス等に関する事項は、市と受託者が協議の上で定めることとする。 

９ 納入成果物 

  業務に関する納入成果物は、次のとおりとする。なお、この成果物に係る一切の

権利は、納入と同時に市に帰属する。 

納期 成果物 備考 

業務開始前 業務運営計画書 変更が生じた場

合、随時更新し、

提出すること 

判断基準書 

業務手順書 

緊急時対応計画書 

研修計画書、研修実施報告書及び研修資料一式 

週次 週次報告書（日報をまとめたもの） 「18 実績報告

等」のとおり 月次 月次報告書 

年次 次年度の業務運営計画書及び業務改善計画書 

随時 その他の報告資料等 

その他市が指定する資料  

契約終了時 業務引継書 業務手順、具体

的な留意点等 

 ※ 成果物が市の求める水準に達していないと判断された場合は、市と受託者が協

議の上、市は受託者に成果物の再提出を求めることができる。 

10 業務の実施体制 

  業務の遂行に当たっては、統括管理責任者、現場責任者及び業務従事者を適正数

配置し、効率的かつ効果的な運営体制により、正確で迅速な業務処理を行うこと。

また、繁忙期・繁忙時間帯においては、業務が滞ることのないよう適切な人員配置

を行うこと。 

（１）統括管理責任者の配置 

  ア 受託者は、業務の円滑な遂行を図るため、業務全体を把握し、調整すること

ができる統括管理責任者を配置すること。 

  イ 統括管理責任者は、常に業務の遂行状況の把握に努め、業務全体の管理、業

務実績の把握、業務水準の維持・向上、市との連絡調整、連絡事項の周知徹
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底、現場責任者の育成、研修計画の作成、リスク管理等を行うこと。 

  ウ 統括管理責任者は、契約上の疑義が生じたとき、又は緊急に対応すべき事態

が発生した場合、市と協議の上、必要な対応を図ること。 

（２）現場責任者の配置 

  ア 受託者は、業務の内容や処理の流れを熟知し、現場を適正に管理できる知識

や経験を有している現場責任者を選任し、履行場所に常駐させること。 

  イ 現場責任者が不在となる場合は、同程度のスキルを有する代行者を選任し、

履行場所に配置すること。 

  ウ 現場責任者は、市との協議及び連絡調整の窓口となり、業務の遂行状況の確

認、法令遵守の確認、担当する業務従事者の指揮・管理、担当する業務報告、

業務改善のための課題抽出及び改善策の提示、統括管理責任者の補佐、業務従

事者との情報共有、トラブル発生時の迅速な対応、業務従事者の育成・研修計

画の立案等を行うこと。 

  エ 現場責任者は、腕章を着用する等、他の業務従事者との識別を明確にするこ

と。 

（３）業務従事者の配置 

  ア 受託者は、業務の実務担当者として、担当業務の内容を理解し、正確かつ迅

速な事務処理が可能な業務従事者を配置すること。 

  イ 業務従事者は、トラブル発生時には、現場責任者へ速やかな報告、引継ぎを

行うこと。 

  ウ 業務従事者は、公務を執り行っていることを十分認識し、身だしなみ、言葉

遣い等に注意すること。また、市の信用を失墜するような行為を行わないこ

と。 

（４）業務従事者等名簿、業務体制表及び勤務予定表の提出 

  ア 受託者は、業務従事者等（統括管理責任者、現場責任者及び業務従事者をい

う。以下同じ。）の名簿及び業務体制表を作成し、あらかじめ市に提出するこ

と。また、毎月の業務開始前に、市へ業務従事者等の勤務予定表を提出するこ

と。なお、変更が生じた場合は、速やかに業務従事者等名簿及び勤務予定表の

変更を行い市に提出すること。 

  イ 業務従事者等名簿の提出は、セキュリティ管理及び個人情報の漏えい防止が

目的であり、当該名簿に記載のない者が執務室内に立ち入らないこと。 

（５）業務従事者等の服装 

   受託者は、業務従事者等に対し、適切な身だしなみについて指導するととも
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に、制服（上着等）及び受託者の従業員であることを示す名札を着用させ、その

地位を明確にすること。 

（６）業務従事者の教育 

   受託者は、業務従事者等に対し、窓口業務等を遂行するうえでの接遇や業務ス

キル等、業務遂行に必要な知識及び能力を十分に習得させるため、受託者の責任

において研修等を定期的に実施し、業務水準の維持・向上に努めること。 

（７）判断基準書等の改善 

   適正かつ円滑な業務遂行のため、適宜、判断基準書等の改善を行い、業務水準

の向上に努めること。なお、法改正等により業務内容に変更が生じた場合は、速

やかに判断基準書等の更新を行い、市に提出すること。 

11 トラブルへの対応 

  受託業務に関する苦情、トラブルが発生したときは、受託者の責任において対応

するとともに、遅滞なく市へ報告すること。ただし、市の制度及び施策に関するこ

と、受託業務以外の業務に関すること等については、速やかに市に引継ぐこととす

る。なお、苦情等の発生後においては、その原因究明を行い、必要な再発防止策を

講じること。 

12 感染症対策 

  新型コロナウイルス感染症をはじめとした感染症対策として、必要に応じたマス

ク着用、こまめな手指消毒、窓口等の消毒、体調管理等を徹底するよう、受託者に

おいて業務従事者等に指導すること。 

13 業務水準 

（１）業務水準の確保 

  ア 委託業務の適正な履行を確保するとともに、業務の質的向上を図ることを目

的として、業務開始日までに、市と受託者が協議の上、業務指標及び当該指標

に対し達成すべき業務水準（以下「業務水準」という。）を定めること。 

  イ 業務水準は、業務の実施体制、従事者等のマネジメント、業務処理の適切

性、法令順守、市民サービス等の観点により、市と受託者が合意のもとで設定

すること。 

  ウ 受託者は、業務水準に基づき、質の高いサービスの提供に努めること。 

（２）業務指標の確認等 

   受託者は、毎月業務の遂行状況を確認し、業務水準の達成状況に関する評価を
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行うとともに、連絡会において、その結果を市に報告すること。この評価におい

て、業務水準に達しないと認められた場合、受託者は、その原因分析を行うとと

もに、課題の解決策等を明記した改善報告書を市に提出すること。 

   なお、繰り返し改善報告書の提出があったにもかかわらず、業務水準が達成さ

れない場合には、市は、本契約を中途解除することができるものとする。 

14 守秘義務・個人情報の管理 

（１）受託者は、個人情報の保護に関する法律（平成１５年５月３０日法律第５７

号）、その他の関係法令等を遵守すること。なお、個人情報及び特定個人情報の

取扱いについては、別紙４「個人情報の取扱いに関する特記事項」及び「特定個

人情報等の取扱いに関する特記事項」のとおりとする。 

（２）受託者は、業務に関して知り得た個人情報等の内容を他に漏らし、又は不当な

目的に使用及び収集してはならない。また、業務の遂行に必要な場合を除き、履

行場所以外へ持ち出してはならない。本契約が終了又は解除された後において

も、同様とする。 

（３）受託者は、個人情報保護及び秘密保持の重要性に鑑み、業務遂行において遺漏

のないよう就業規則、業務規定その他の規定を整備し、業務従事者等に遵守させ

ること。 

（４）受託者は、業務従事者等に対し、個人情報保護及び情報セキュリティに関する

研修を定期的に実施し、その結果を市に報告すること。 

（５）受託者は、業務従事者等と事前に情報セキュリティに関する誓約書を取り交わ

し、業務従事者等の退職後においても、情報が漏えいすることがないよう対策を

講じること。 

15 情報セキュリティの確保 

（１）受託者は、業務の遂行に当たり、次の事項を遵守すること。 

  ア 業務の遂行においては、事前に市から許可を受けた情報端末及び記録媒体の

みを使用すること。 

  イ 情報端末は、受託業務以外に使用しないこと。 

  ウ 市の情報セキュリティ対策を理解し、その内容を遵守すること。 

（２）受託者は、上記の事項に違反し、市又は第三者に損害を与えたときは、その損

害を賠償すること。 
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16 労働環境 

（１）受託者は、業務従事者等に対して、労働基準法、労働安全衛生法、労働者災害

補償保険法その他の労働関係法令上の責任を負い、受託者の責任において労働管

理を行うこと。業務従事者等の労働災害については、受託者の責任と費用で処理

しなければならない。ただし、市の庁舎内における市の責めに帰する事由による

災害については、この限りでない。 

（２）業務従事者等の雇用に当たっては、適法な雇用契約を締結し、適切な雇用形態

とすること。 

（３）市の庁舎内において、安全で衛生的な業務遂行を損なうおそれがある場合、受

託者は直ちにその旨を市に報告すること。市は、これに応じて速やかに安全又は

衛生上、必要な措置を講じるものとする。なお、市が当該措置を講じるまでの

間、受託者は、危険を回避するために必要な臨時的措置を講じることができる。 

（４）上記の場合において、危険が重大であり、かつ急迫しているときは、受託者

は、安全が確認できるまで業務の遂行を停止することができる。 

（５）地震、火災、疫病その他の不可抗力により、業務の全部又は一部が遂行不能と

なった場合、受託者の責任を免除する。 

17 危機管理 

  受託者は、事前に緊急時の体制を整備するとともに、受託者の責任において、業

務遂行に関する安全対策に万全を期すため、必要な措置を講じること。機器等の障

害が発生した場合や、事故、災害等の緊急事態が発生した場合においては、市に遅

滞なくその状況を報告するとともに、業務遂行に支障を来すことがないよう、市と

協議の上、十分な対応を図ること。 

18 実績報告等 

  受託者は、業務の遂行に関し、定められた期日までに報告書を提出すること。 

（１）週次報告（翌営業日までに報告） 

  ア 事務処理日報のまとめ 

（２）月次報告（業務遂行月の翌月５日までに報告） 

  ア 週次報告のまとめ 

  イ 事務処理月報 

  ウ 実績報告 

  エ 業務水準の達成状況 

  オ 業務分析・改善報告書（改善を要する場合） 
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（３）年次報告（市と協議の上、決定した日までに報告） 

  ア 次年度の業務運営計画書及び業務改善計画書 

（４）その他の報告資料等（市と協議の上、決定した日までに報告） 

  ア 受託業務に関する報告書 

  イ 業務区分ごとの統計資料 

19 連絡会の開催 

  受託者は、毎月１回、各業務の月次報告、課題の整理、業務改善策の提示等のた

め、市との連絡会を開催すること。また、このほかに緊急に解決しなければならな

い課題等が発生した場合、臨時的に会議を開催すること。会議の日時については、

市と受託者の協議により決定する。なお、連絡会等の議事録は、受託者が作成し、

市に提出すること。 

20 費用負担 

  市と受託者との契約履行期間及び契約終了時における費用分担は次のとおりとす

る。なお、表に定めのない事項が生じた場合には、市と受託者が協議の上、負担者を

決定する。 

（１）契約履行期間 

内容 
負担者 

備考 
市 受託者 

業務従事者等の研修  ○  

業務従事者等の制服、名札等の準備  ○  

業務遂行に必要な貸与備品一式 ○  ※貸与物件一覧 

ＲＰＡのライセンス費用（１台）  ○ 
※ＲＰＡを使用する 

場合に限る 

休憩スペース、ロッカー等の準備 ○   

業務引継ぎに係る執務室等の光熱水

費、通信費 
○  

 

貸与物件一覧に記載のない備品の追加

調達 
 ○ 

 

届書・申請書等の印刷・補充  〇  

業務遂行に必要な貸与備品一式の維持

管理 
○  

※貸与物件一覧 

印刷に必要なトナー ○   

執務室等の光熱水費、通信費 ○   

業務従事者等が使用する文房具等の消  ○  
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耗品 

貸与物件一覧に記載のない備品の追加

調達 
 ○ 

 

業務従事者等の制服、名札の追加調達  ○  

ロッカー等の追加調達  ○  

業務従事者等の教育  ○  

（２）契約終了時 

内容 
負担者 

備考 
市 受託者 

次期受託者に対する業務の引継ぎ  ○  

追加調達した備品等の撤去・原状復帰  ○  

21 備品等の持込 

（１）受託者は、別紙３「貸与物件一覧」に記載のない備品等を履行場所に持ち込ま

ないこと。ただし、受託者が業務遂行上必要とする備品等を履行場所へ持ち込む

場合は、あらかじめ市と協議の上、許可を得ること。 

（２）受託者は、情報端末（携帯電話、スマートフォン、ノートパソコン等）及び記

録媒体（ＵＳＢメモリ等）を履行場所に持ち込まないこと。ただし、受託者が業

務遂行上必要とする場合は、機器、用途、設置場所等について市に事前に申請を

行い、許可を得ること。 

（３）上記の許可を得た情報端末であっても、市のネットワークに接続することは禁

止する。 

22 制度改正・組織変更等に伴う仕様の変更 

  制度改正や組織変更等により、仕様の変更が生じる場合は、市と受託者が協議の

上、見直しを行う。また、受託業務において使用するシステムの追加・変更があっ

た場合についても、市と協議の上、必要な措置を講じること。 

23 損害賠償責任 

  受託者が故意又は過失により、市又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠

償すること。ただし、その発生が市又は第三者の責めに帰すべき事由による場合は、

この限りでない。 

24 次期受託者に対する業務の引継ぎ 

  受託者は、契約期間が終了となる場合（契約解除により契約を終了する場合を含

む。）、次期受託者が業務開始日から滞りなく業務を行うことができるよう、速や
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かに市及び次期受託者に対して業務の引継ぎを行うこと。この場合、市が必要と認

める資料等は、受託者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあ

るものを除き、遅滞なく提出すること。 

25 その他 

（１）この仕様書に定めることのほか、本業務に係る公募型プロポーザルにおいて受

託者から提出のあった提案書の内容についても本業務の仕様として取り扱うもの

とする。 

（２）本仕様書に定めのない事項又は本仕様書の内容に疑義が生じた場合は、市と受

託者が協議の上、決定する。 

（３）受託者は、受託業務の全部又は一部を再委託してはならない。 

（４）本契約の履行に当たり、受託者は、障害を理由とする差別の解消の推進に関す

る法律（平成２５年法律第６５号）を遵守し、また、障害を理由とする差別の解

消の推進に関する苫小牧市職員の対応要領の趣旨を理解し、障害を理由とする差

別の解消の推進に努めること。 

 

 

 


